
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年４月７日 １４時３３分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港千葉第３区 

 千葉港丸紅シーバース灯から真方位０６０°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３６.２′ 東経１４０°０５.７′） 

事故の概要  油送船第八十八東洋
とうよう

丸は、着岸作業中、対岸に係留していた貨物船

SEMIRAMIS
セ ミ ラ ミ ス

に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年４月１６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SEMIRAMIS（リベリア共和国籍）、４４,８２７トン 

   ９６５８０５６（ＩＭＯ番号）、RED ROSE NAVIGATION CORP   

Ｂ 油送船 第八十八東洋丸、２,００９トン 

   １４１９４６、大和海運株式会社、鉄道建設・運輸施設整備支

援機構 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、（ギリシャ共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部から右舷船尾部にかけての外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に凹損、左舷船尾部ハンドレール及びガンネルに

曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１.２ｍ 

 千葉県千葉市には、４月６日０４時４８分に強風注意報及び波浪注

意報が発表されており、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２０人（ギリシャ共和国籍２人、フィリピン共

和国籍１８人）が乗り組み、千葉第３区中央ふ頭Ｉ岸壁（以下「本件

岸壁」という。）の約２５０ｍ北西方の対岸に船首を北東方に向けて

左舷着けで係留していたところ、Ｂ船が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１１人が乗り組み、本件岸壁の前面海域におい

て、反転して船首を南西方に向け、出船左舷着けで着岸する予定で、

船長Ｂが操船して千葉第３区を北東進した。 

Ｂ船は、本件岸壁に向けて右舵一杯とし、約２.３ノットの対地速

力となった頃、Ａ船の南西方約１００数十ｍ付近、また、本件岸壁北

西方約１４０ｍ付近で右舷錨を投下した後、主機を微速力後進として

バウスラスタを使用し、右舷錨鎖を徐々に伸出しながら右回頭を始め

た。 



Ｂ船は、右回頭中、南南西からの風を受けて対岸のＡ船の方へ圧流

され、左舷船尾部がＡ船の右舷船尾部に衝突した。 

分析 Ａ船は、千葉第３区の本件岸壁の対岸に係留中、Ｂ船が衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、千葉第３区の本件岸壁の前面海域において、風力６の南南

西風が吹く状況下、右舷錨を投下して右回頭中、風の影響を考慮して

機関及びバウスラスタが使用されていなかったことから、対岸に係留

中のＡ船の方へ圧流され、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、千葉第３区の本件岸壁の前面海域において、風

力６の南南西風が吹く状況下、右舷錨を投下して右回頭中、風の影響

を考慮して機関及びバウスラスタが使用されていなかったため、対岸

に係留中のＡ船の方へ圧流され、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・強風の影響を受ける状況下、対岸に船舶が停泊している岸壁の前

面海域で回頭する場合は、風の影響を考慮し、投錨位置に留意す

るとともに、機関及びバウスラスタを適切に使用すること。 

 


